
公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準
（平成15年文部科学省告示第113号）の改正について

○博物館法改正
○住民の博物館に対する需要の高度化・多様化
○博物館経営の安定性・説明責任等における課題
○地方財政の状況悪化に伴う関係予算の減、人員の不足、指定管理者制度の導入 等

○博物館法（昭和26年法律第285号）

第８条 文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望
ましい基準を定め、これを公表するものとする。

改正の背景

１．博物館法改正等に伴う規定の整備
・基準の対象として私立博物館を追加
・運営状況に関する評価の実施、その結果等の情報提供【第４条】
・利用者や地域住民等に対し、学習成果を生かすことができる活動の機会の提供【第１１条
②】

２．博物館の質の向上に関する規定の整備
・基本的な運営の方針や、事業年度ごとの事業計画の策定・公表等【第３条】
・各職員の専門的能力の育成、職員の適切な配置に向けた運営体制の整備【第１３条③】

３．博物館の安定的運営を確保するための規定の整備
・設置者と管理者が異なる場合、両者の緊密な連携により事業の継続的・安定的な実施の確
保等を図りながら本基準に定められた事項を実施【第２条③】

・博物館が休止・廃止する場合、他の博物館等への譲渡等により、所蔵資料を適切に保管・
活用【第５条⑥】

４．住民の博物館の需要の高度化・多様化に関する規定の整備
・資料等に関する専門的・技術的な調査研究の実施、その成果の公表及び活用【第７条】
・青少年・高齢者・障害者・外国人・乳幼児の保護者など、利用者に応じたサービスの実施や
施設・設備の整備【第１０条、第１５条二】

（青少年向けの解説資料の作成、介助者による支援、点字や外国語による表示の充実な
ど）

５．危機管理
・危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連携した訓練の定期的な実施等の措置

【第１６条】

主な改正内容

平成２３年８月２２日～９月２０日 パブリックコメント １０月 改正告示公布・施行

今後の予定等

資料２－１
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○

公
立
博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
十
三
号
）
改
正
案

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準

公
立
博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
八

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
八

条
の
規
定
に
基
づ
く
博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
で
あ
り
、
博
物

条
の
規
定
に
基
づ
く
公
立
博
物
館
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
博
物
館

館
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

を
い
う
。
以
下
「
博
物
館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
で

あ
り
、
博
物
館
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
こ
の
基
準
に
基
づ
き
、
博
物
館
の
水
準
の
維
持
及
び
向
上
を
図
り
、

２

博
物
館
及
び
そ
の
設
置
者
は
、
こ
の
基
準
に
基
づ
き
、
博
物
館
の
水
準
の
維
持
及

も
っ
て
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
並
び
に
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
よ
う
努

び
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

（
博
物
館
の
設
置
等
）

（
設
置
）

第
二
条

都
道
府
県
は
、
博
物
館
を
設
置
し
、
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学

第
二
条

都
道
府
県
は
、
博
物
館
を
設
置
し
、
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然
科

等
多
様
な
分
野
に
わ
た
る
資
料
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
扱
う
よ
う

学
等
多
様
な
分
野
に
わ
た
る
資
料
を
扱
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
は
、
そ
の
規
模
及
び
能
力
に
応
じ
て
、

２

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
は
、
そ
の
規
模
及
び
能
力
に
応
じ
て

単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
、
博
物
館
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

、
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
、
博
物
館
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

る
。

と
す
る
。

３

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
博
物
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
そ

の
他
博
物
館
の
設
置
者
が
当
該
博
物
館
の
管
理
を
他
の
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
設
置
者
及
び
管
理
者
は
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
当
該
博
物
館
の
事
業
の

継
続
的
か
つ
安
定
的
な
実
施
の
確
保
、
事
業
の
水
準
の
維
持
及
び
向
上
を
図
り
な
が
ら

、
こ
の
基
準
に
定
め
ら
れ
た
事
項
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
基
本
的
運
営
方
針
及
び
事
業
計
画
）

（
新
設
）

第
三
条

博
物
館
は
、
そ
の
設
置
の
目
的
を
踏
ま
え
、
資
料
の
収
集
・
保
管
・
展
示
、
調

査
研
究
、
教
育
普
及
活
動
等
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
運
営
の
方
針
（
以
下
「
基
本

的
運
営
方
針
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
基
本
的
運
営
方
針
を
踏
ま
え
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
そ
の
事
業
年
度
の

事
業
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

博
物
館
は
、
基
本
的
運
営
方
針
及
び
前
項
の
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
利

用
者
及
び
地
域
住
民
の
要
望
並
び
に
社
会
の
要
請
に
十
分
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
の
状
況
に
関
す
る
点
検
及
び
評
価
等
）

（
事
業
の
自
己
評
価
等
）

第
四
条

博
物
館
は
、
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
い
た
運
営
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保

第
十
二
条

博
物
館
は
、
事
業
の
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
博
物
館
の
目
的
を
達
成

し
、
そ
の
事
業
の
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
各
年
度
の
事
業
計
画
の
達
成
状
況
そ

す
る
た
め
、
各
年
度
の
事
業
の
状
況
に
つ
い
て
、
博
物
館
協
議
会
等
の
協
力
を
得
つ

の
他
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

つ
、
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

２

博
物
館
は
、
前
項
の
点
検
及
び
評
価
の
ほ
か
、
当
該
博
物
館
の
運
営
体
制
の
整
備

（
新
設
）

の
状
況
に
応
じ
、
博
物
館
協
議
会
の
活
用
等
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
学
校
教
育
又
は

社
会
教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
、
当
該
博
物
館

の
事
業
に
関
し
て
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
当
該
博
物
館
の
利
用
者
、
地
域
住
民
そ
の

他
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

博
物
館
は
、
前
二
項
の
点
検
及
び
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
博
物
館
の
運
営

（
新
設
）

の
改
善
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

博
物
館
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
点
検
及
び
評
価
の
結
果
並
び
に
前
項
の
措
置

（
新
設
）

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
以
下
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
積
極

的
に
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
資
料
の
収
集
、
保
管
、
展
示
等
）

（
資
料
）

第
五
条

博
物
館
は
、
実
物
、
標
本
、
文
献
、
図
表
、
フ
ィ
ル
ム
、
レ
コ
ー
ド
等
の
資

第
三
条

博
物
館
は
、
実
物
又
は
現
象
に
関
す
る
資
料
（
以
下
「
一
次
資
料
」
と
い
う

料
（
以
下
「
実
物
等
資
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
等
の
調
査
研
究
を

。
）
に
つ
い
て
、
当
該
資
料
に
関
す
る
学
問
分
野
、
地
域
に
お
け
る
当
該
資
料
の
所

行
い
、
当
該
資
料
に
係
る
学
術
研
究
の
状
況
、
地
域
に
お
け
る
当
該
資
料
の
所
在
状

在
状
況
及
び
当
該
資
料
の
展
示
上
の
効
果
を
考
慮
し
て
、
必
要
な
数
を
収
集
し
、
保



- 3 -

況
及
び
当
該
資
料
の
展
示
上
の
効
果
等
を
考
慮
し
て
、
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
き

管
（
育
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
、
及
び
展
示
す
る
も
の
と
す
る
。

、
必
要
な
数
を
体
系
的
に
収
集
し
、
保
管
（
育
成
及
び
現
地
保
存
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
し
、
及
び
展
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
実
物
等
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
収
集
若
し
く
は
保
管
が
困
難
な
場
合

２

博
物
館
は
、
実
物
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
収
集
若
し
く
は
保
管
が
困
難
な
場
合
、

、
そ
の
展
示
の
た
め
に
教
育
的
配
慮
が
必
要
な
場
合
又
は
そ
の
館
外
へ
の
貸
出
し
若

そ
の
展
示
の
た
め
に
教
育
的
配
慮
が
必
要
な
場
合
又
は
そ
の
館
外
貸
出
し
が
困
難
な

し
く
は
持
出
し
が
困
難
な
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
実
物
等
資
料
を
複
製
、
模

場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
実
物
資
料
に
係
る
模
型
、
模
造
、
模
写
又
は
複
製
の

造
若
し
く
は
模
写
し
た
資
料
又
は
実
物
等
資
料
に
係
る
模
型
（
以
下
「
複
製
等
資
料

資
料
を
収
集
又
は
製
作
す
る
も
の
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
収
集
し
、
又
は
製
作
し
、
当
該
博
物
館
の
内
外
で
活
用
す
る
も
の

と
す
る
。
そ
の
際
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
そ
の
他
の
法

令
に
規
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３

博
物
館
は
、
実
物
等
資
料
及
び
複
製
等
資
料
（
以
下
「
博
物
館
資
料
」
と
い
う
。

３

博
物
館
は
、
一
次
資
料
の
ほ
か
、
一
次
資
料
に
関
す
る
図
書
、
文
献
、
調
査
資
料

）
に
関
す
る
図
書
、
文
献
、
調
査
資
料
そ
の
他
必
要
な
資
料
（
以
下
「
図
書
等
」
と

そ
の
他
必
要
な
資
料
（
以
下
「
二
次
資
料
」
と
い
う
。
）
を
収
集
し
、
保
管
す
る
も

い
う
。
）
の
収
集
、
保
管
及
び
活
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

４

博
物
館
は
、
そ
の
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
補
修
及
び
更
新
等
に
努
め
る
も
の
と

４

博
物
館
は
、
一
次
資
料
の
所
在
等
の
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
収
集
及
び
保
管
（

す
る
。

現
地
保
存
を
含
む
。
）
に
努
め
る
と
と
も
に
、
資
料
の
補
修
及
び
更
新
、
新
し
い
模

型
の
製
作
等
に
よ
り
所
蔵
資
料
の
整
備
及
び
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

博
物
館
は
、
当
該
博
物
館
の
適
切
な
管
理
運
営
の
た
め
、
そ
の
所
蔵
す
る
博
物
館

（
新
設
）

資
料
及
び
図
書
等
に
関
す
る
情
報
の
体
系
的
な
整
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６

博
物
館
は
、
当
該
博
物
館
が
休
止
又
は
廃
止
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
蔵
す
る

（
新
設
）

博
物
館
資
料
及
び
図
書
等
を
他
の
博
物
館
に
譲
渡
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
博
物
館

資
料
及
び
図
書
等
が
適
切
に
保
管
、
活
用
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
展
示
方
法
等
）

（
展
示
方
法
等
）

第
六
条

博
物
館
は
、
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
き
、
そ
の
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
に
よ

第
四
条

（
新
設
）

る
常
設
的
な
展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に
基
づ
き
、
そ
の
所
蔵
す
る
博
物
館
資

料
若
し
く
は
臨
時
に
他
の
博
物
館
等
か
ら
借
り
受
け
た
博
物
館
資
料
に
よ
る
特
別
の
展

示
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
博
物
館
資
料
を
展
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
博
物
館
の
実
施
す
る

博
物
館
は
、
資
料
を
展
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
関
心
を
深
め
、
資
料

事
業
及
び
関
連
す
る
学
術
研
究
等
に
対
す
る
利
用
者
の
関
心
を
深
め
、
当
該
博
物
館
資

に
関
す
る
知
識
の
啓
発
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
努
め
る
も
の

料
に
関
す
る
知
識
の
啓
発
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す

と
す
る
。
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る
。

一

確
実
な
情
報
及
び
研
究
に
基
づ
く
正
確
な
資
料
を
用
い
る
こ
と
。

一

確
実
な
情
報
及
び
研
究
に
基
づ
く
正
確
な
資
料
を
用
い
る
こ
と
。

二

展
示
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
、
博
物
館
資
料
の
特
性
に
応
じ
た
展
示
方
法
を
工
夫

二

総
合
展
示
、
課
題
展
示
、
分
類
展
示
、
生
態
展
示
、
動
態
展
示
等
の
展
示
方
法

し
、
図
書
等
又
は
音
声
、
映
像
等
を
活
用
す
る
こ
と
。

に
よ
り
そ
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
。

三

前
項
の
常
設
的
な
展
示
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
的
な
展
示
の
更
新
を

（
新
設
）

行
う
こ
と
。

（
削
除
）

三

博
物
館
の
所
蔵
す
る
資
料
に
よ
る
通
常
の
展
示
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
特

定
の
主
題
に
基
づ
き
、
そ
の
所
蔵
す
る
資
料
又
は
臨
時
に
収
集
し
た
資
料
に
よ
る

特
別
展
示
を
行
う
こ
と
。

（
削
除
）

四

二
次
資
料
又
は
音
声
、
映
像
等
を
活
用
す
る
こ
と
。

（
削
除
）

五

資
料
の
理
解
又
は
鑑
賞
に
資
す
る
た
め
の
説
明
会
、
講
演
会
等
を
行
う
こ
と
。

（
削
除
）

六

展
示
資
料
の
解
説
並
び
に
資
料
に
係
る
利
用
者
の
調
査
及
び
研
究
に
つ
い
て
の

指
導
を
行
う
こ
と
。

（
調
査
研
究
）

（
新
設
）

第
七
条

博
物
館
は
、
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
等
の
活
動
を
効
果
的
に

行
う
た
め
、
他
の
博
物
館
、
研
究
機
関
等
と
共
同
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
基
本
的
運

営
方
針
に
基
づ
き
、
博
物
館
資
料
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
調
査
研
究
並
び
に

博
物
館
資
料
の
保
管
及
び
展
示
等
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
研
究
そ
の
他
の
調
査
研

究
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
習
機
会
の
提
供
等
）

（
学
習
活
動
等
）

第
八
条

博
物
館
は
、
利
用
者
の
学
習
活
動
又
は
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

第
五
条

博
物
館
は
、
利
用
者
の
学
習
活
動
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実

る
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

博
物
館
資
料
に
関
す
る
各
種
の
講
演
会
、
研
究
会
、
説
明
会
等
（
児
童
又
は
生
徒

一

資
料
に
関
す
る
各
種
の
説
明
会
、
講
演
会
等
（
児
童
又
は
生
徒
を
対
象
と
し
た

を
対
象
と
し
た
体
験
活
動
そ
の
他
の
学
習
活
動
を
含
む
。
以
下
「
講
演
会
等
」
と
い

体
験
活
動
そ
の
他
の
学
習
活
動
を
含
む
。
）
の
開
催
、
館
外
巡
回
展
示
の
実
施
等

う
。
）
の
開
催
、
館
外
巡
回
展
示
の
実
施
等
の
方
法
に
よ
り
学
習
機
会
を
提
供
す
る

の
方
法
に
よ
り
学
習
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
。

こ
と
。

二

学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
博
物
館
資
料
の
利
用
そ
の
他
博
物
館
の
利

二

資
料
の
利
用
そ
の
他
博
物
館
の
利
用
に
関
し
、
学
校
の
教
職
員
及
び
社
会
教
育

用
に
関
し
、
学
校
の
教
職
員
及
び
社
会
教
育
指
導
者
に
対
し
て
適
切
な
利
用
方
法

指
導
者
に
対
し
て
助
言
と
援
助
を
与
え
る
こ
と
。
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に
関
す
る
助
言
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
こ
と
。

三

利
用
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
博
物
館
資
料
に
係
る
説
明
又
は
助
言
を
行
う
こ

（
新
設
）

と
。

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
九
条

博
物
館
は
、
当
該
博
物
館
の
利
用
の
便
宜
若
し
く
は
利
用
機
会
の
拡
大
又
は
第

第
六
条

博
物
館
は
、
利
用
者
の
利
用
の
便
宜
の
た
め
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施

七
条
の
調
査
研
究
の
成
果
の
普
及
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
も
の

す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一

そ
の
実
施
す
る
事
業
の
内
容
又
は
博
物
館
資
料
に
関
す
る
案
内
書
、
パ
ン
フ
レ
ッ

一

資
料
に
関
す
る
目
録
、
展
示
資
料
に
関
す
る
解
説
書
又
は
案
内
書
等
を
作
成
す

ト
、
目
録
、
図
録
等
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
閲
覧
に
供
し
、
頒
布
す

る
と
と
も
に
、
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
成
果
の
公
表
そ
の
他
の
広
報
活
動
を

る
こ
と
。

行
う
こ
と
。

二

博
物
館
資
料
に
関
す
る
解
説
書
、
年
報
、
調
査
研
究
の
報
告
書
等
を
作
成
す
る
と

（
新
設
）

と
も
に
、
こ
れ
ら
を
閲
覧
に
供
し
、
頒
布
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
積
極
的
に
活
用

二

事
業
の
内
容
、
資
料
等
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
等
の
方
法
に
よ
り
、
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

（
利
用
者
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

（
新
設
）

第
十
条

博
物
館
は
、
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児

の
保
護
者
、
外
国
人
そ
の
他
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
が
当
該
事
業
を
円
滑
に
利
用

で
き
る
よ
う
、
介
助
を
行
う
者
の
配
置
に
よ
る
支
援
、
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
通
訳

を
行
う
者
の
配
置
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
当
該
博
物
館
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
博
物
館
の
実
施
す
る
事
業

及
び
関
連
す
る
学
術
研
究
等
に
対
す
る
青
少
年
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
青
少

年
向
け
の
解
説
資
料
等
の
作
成
及
び
頒
布
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
等
）

（
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
等
）

第
十
一
条

博
物
館
は
、
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
、
当
該
博
物
館
と

第
七
条

博
物
館
は
、
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
、
社
会
教
育
施
設
、

異
な
る
種
類
の
博
物
館
資
料
を
所
蔵
す
る
博
物
館
等
の
他
の
博
物
館
、
公
民
館
、
図

社
会
教
育
関
係
団
体
、
関
係
行
政
機
関
等
と
の
緊
密
な
連
絡
、
協
力
等
の
方
法
に
よ

書
館
等
の
社
会
教
育
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
、
社
会
教
育
関
係
団
体
、

り
、
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



- 6 -

関
係
行
政
機
関
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
う
法
人
、
民
間
事
業
者
等
と
の
緊

密
な
連
携
、
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

２

博
物
館
は
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
へ
の
青
少
年
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
の

保
護
者
、
外
国
人
等
の
参
加
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
に
お
い
て
、
利
用
者
及
び
地
域
住
民
等
の
学
習
の

３

博
物
館
は
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
に
お
い
て
、
利
用
者
等
の
学
習
の
成
果
並
び
に

成
果
に
基
づ
く
知
識
及
び
技
能
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
展
示
資
料
の
解
説
、

知
識
及
び
技
能
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

講
演
会
等
に
係
る
企
画
又
は
実
施
業
務
の
補
助
、
博
物
館
資
料
の
調
査
又
は
整
理
そ
の

他
の
活
動
の
機
会
の
こ
れ
ら
の
者
へ
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
開
館
日
等
）

（
開
館
日
等
）

第
十
二
条

博
物
館
は
、
開
館
日
及
び
開
館
時
間
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
要

第
八
条

博
物
館
は
、
開
館
日
及
び
開
館
時
間
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
要

望
、
地
域
の
実
情
、
博
物
館
資
料
の
特
性
、
展
示
の
更
新
に
係
る
所
要
日
数
等
を
勘
案

請
、
地
域
の
実
情
、
資
料
の
特
性
、
展
示
の
更
新
所
要
日
数
等
を
勘
案
し
、
夜
間
開

し
、
日
曜
日
そ
の
他
の
一
般
の
休
日
に
お
け
る
開
館
、
夜
間
に
お
け
る
開
館
そ
の
他
の

館
の
実
施
等
の
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
利
用
の
便
宜
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
利
用
の
便
宜
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
三
条

博
物
館
に
、
館
長
を
置
く
と
と
も
に
、
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
き
適
切

第
九
条

博
物
館
に
、
館
長
を
置
く
と
と
も
に
、
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
数

に
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
数
の
学
芸
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

の
学
芸
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
に
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
、
事
務
及
び
技
能
的
業
務
に
従
事
す

２

博
物
館
に
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事
す
る
職
員

る
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

博
物
館
は
、
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
き
そ
の
事
業
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
遂

（
新
設
）

行
す
る
た
め
、
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
又
は
展
示
に
係
る
業
務
、
調
査
研
究
に

係
る
業
務
、
学
習
機
会
の
提
供
に
係
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
担
当
す
る
各
職
員
の

専
門
的
な
能
力
が
適
切
に
培
わ
れ
又
は
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
職
員
が
適
切
に
各

業
務
を
担
当
す
る
者
と
し
て
配
置
さ
れ
る
よ
う
、
各
業
務
の
分
担
の
在
り
方
、
専
任

の
職
員
の
配
置
の
在
り
方
、
効
果
的
な
複
数
の
業
務
の
兼
務
の
在
り
方
等
に
つ
い
て

適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
運
営
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
研
修
）

（
職
員
の
研
修
）

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
内
の
博
物
館
の
館
長
、
学

第
十
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
内
の
博
物
館
の
館
長
、
学
芸
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芸
員
そ
の
他
職
員
の
能
力
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
研
修
の
機
会
の
充
実

員
そ
の
他
職
員
の
能
力
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
研
修
の
機
会
の
充
実
に

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
そ
の
職
員
を
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
教
育
委
員
会
が
主

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
博
物

催
す
る
研
修
そ
の
他
必
要
な
研
修
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

館
の
前
項
に
規
定
す
る
職
員
を
、
同
項
の
研
修
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
施
設
及
び
設
備
等
）

（
施
設
及
び
設
備
等
）

第
十
五
条

博
物
館
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
そ
の
他
の
当
該
博
物
館

第
十
一
条

博
物
館
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

一

耐
火
、
耐
震
、
防
虫
害
、
防
塵
、
防
音
、
温
度
及
び
湿
度
の
調
節
、
日
光
の
遮
断

（
新
設
）

又
は
調
節
、
通
風
の
調
節
並
び
に
汚
損
、
破
壊
及
び
盗
難
の
防
止
そ
の
他
の
そ
の
所

蔵
す
る
博
物
館
資
料
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備

二

青
少
年
向
け
の
音
声
に
よ
る
解
説
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
器
、
傾
斜
路
、
点

２

博
物
館
は
、
青
少
年
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
の
保
護
者
、
外
国
人
等
の
利

字
及
び
外
国
語
に
よ
る
表
示
、
授
乳
施
設
そ
の
他
の
青
少
年
、
高
齢
者
、
障
害
者

用
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

、
乳
幼
児
の
保
護
者
、
外
国
人
等
の
円
滑
な
利
用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

。

及
び
設
備

（
削
除
）

３

博
物
館
は
、
資
料
を
保
全
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
耐
火
、
耐
震
、
防
虫
害

、
防
塵
、
防
音
、
温
度
及
び
湿
度
の
調
節
、
日
光
の
遮
断
又
は
調
節
、
通
風
の
調
節

並
び
に
汚
損
、
破
壊
及
び
盗
難
の
防
止
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
削
除
）

４

博
物
館
は
、
利
用
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
防
災
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
設

備
を
備
え
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
入
場
制
限
、
立
入
禁
止
等
の
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。

三

休
憩
施
設
の
設
置
そ
の
他
の
利
用
者
が
快
適
に
観
覧
で
き
る
よ
う
、
利
用
環
境

（
新
設
）

を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備

（
危
機
管
理
等
）

（
新
設
）

第
十
六
条

博
物
館
は
、
事
故
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
（
動
物
の
伝
染
性
疾
病
の

発
生
を
含
む
。
）
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
博
物
館
の
特
性
を
考
慮
し

つ
つ
、
想
定
さ
れ
る
事
態
に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
手
引
書
の
作
成
、
関
係
機
関
と
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連
携
し
た
危
機
管
理
に
関
す
る
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
等
あ
ら
か
じ
め
十
分
な
措
置

を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
は
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
の
た
め
、
防
災
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
設
備

を
備
え
る
と
と
も
に
、
事
故
や
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
等
に
は
、
必
要
に
応
じ
て

、
入
場
制
限
、
立
入
禁
止
等
の
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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